
連連 載載

各国における外国の職業会計専門

家の受入れについては、大きく分け

て、資格の相互承認により受け入れ

る方法と、外国の資格保持者として

国内の専門家とは区別した上で受け

入れる方法の２つの方法がある。

さらに、資格の相互承認には、資

格の付与権限を有する職業会計専門

家団体間で締結される資格の相互承

認協定（MRA：MutualRecognition

Agreement）に基づき、一定の条件

を満たした一方の資格保持者に他方

の資格を付与し、特定の分野につい

てのサービス提供を認める方法と、

政府間で締結される自由貿易協定等

における合意をもとに資格の相互承

認が進められる方法の２通りがある

が、いずれも資格の付与権限のある

職業会計専門家団体が主体となると

いう点で同じであるといえる。資格

の相互承認に関して、現在、最も多

く用いられている方法は、前者の資

格の付与権限を有する職業会計専門

家団体間でのMRAの締結で、例え

ば、英連邦諸国の職業会計専門家団

体間では非常に活発に相互承認が進

められている。

政府間で締結される自由貿易協定

に基づく資格の相互承認の場合には、

これら自由貿易協定において相互承

認を進めるための枠組みに合意した

あと、さらに、職業会計専門家団体

の関係者等を含む当事者間での協議

により資格の相互承認が進められる

方法が取られることが多く、例えば、

北米自由貿易協定（NAFTA：North

AmericanFreeTradeAgreement）に

基づく米国、カナダ及びメキシコに

おける資格の相互承認がその例となっ

ている。なお、職業会計専門家団体

以外が主導する資格の相互承認に関

しては、例えば、欧州連合（EU）

では、職業資格の承認に関するEU

指令1に基づいて、各域内加盟国間

での資格の相互承認が進められてい

る例もある。

資格の相互承認とは異なる方法で

外国の職業会計専門家を国内に受け

入れる方法としては、マレーシアで

みられるような、直接、各国の国内

法において特定の外国の職業専門家

資格取得者に国内の資格の取得を認

める方法2と、「外国公認会計士」と

して国内の資格とは区別した上で、
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１ はじめに

会計プロフェッションをめぐる国際動向⑨

外国の職業会計専門家の受入れと

団体間のアライアンスについて

本連載では、近年ますますそのビジネスを多角化させ、多様な会員を世界中から取り込み国際化することで、競

争優位を保とうと試みる職業会計専門家団体の動きや、それを実現させるための新しい資格の創設、あるいは資格

の相互承認の促進といった、会計プロフェッションをめぐる様々な国際的動向のうち、主要と思われるものについ

て紹介している。

連載第９回目は、外国の職業会計専門家の受入れについて、資格の相互承認を中心に各国（団体）の状況を紹介

し、さらに、昨今進展する団体間の提携（アライアンス）の状況についても紹介する。

なお、職業会計専門家資格や、職業会計専門家団体については、その発展の過程などから、多様な制度が存在し、

日本の公認会計士制度とは異なる様相を呈するものが多数存在していることに留意が必要である。
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特定の分野におけるサービス提供を

許容する方法がある。「外国公認会

計士」として区別する方法は資格の

付与権限が規制当局にある国に多く、

最近の例としては、韓米自由貿易協

定（韓米FTA）に基づく韓国におけ

る外国公認会計士制度の創設がある。

ここでは、資格の相互承認と外国

公認会計士制度の２つの具体例を紹

介するとともに、相互承認等を通じ

て連携を深める職業会計専門家団体

が、多団体間でもアライアンスを形

成することでさらに協調を深めよう

とする取組みについて説明する。

① 職業会計専門家団体間のMRA

締結による受入れ

資格の付与権限のある職業会計専

門家団体間でMRAを締結し、一定

の要件を満たした会員に相互に資格

を付与する制度は、特に、職業会計

専門家制度の基礎となる法制度や社

会制度並びに国民文化及び言語といっ

た面で共通の背景を持つ国の団体間

で締結されることが多いが、これは、

職業会計専門家制度がこれらを基礎

として構築されているからにほかな

らず、逆にいえば、これら共通の部

分がなければ、MRAの締結には困

難が予想されるともいえる。次頁の

図表１は、主要国の職業会計専門家

団体の実施している資格の相互承認

の内容をまとめたものである。図表

１からは、特に、英連邦諸国の職業

会計専門家団体間での資格者の相互

受入れが多いことが分かる。また、

資格の相互承認という場合も、その

要件として現地の法制等に関する特

別試験の受験や一定程度の実務経験

を課すことで、一定水準を満たした

者のみに資格の相互承認を認めるこ

とが一般的であり、追加的な要件を

課すことなく自動的に相手団体の資

格が承認されるケースは少ないこと

が分かる3。

また、仮に、資格の相互承認制度

を通じて他方の団体の資格を取得し

た場合も、出入国管理制限上の要件

とともに、相手国でのサービス提供

には一定の制限が課されることが想

定されるほか、さらに、会計・監査

事務所におけるサービスの提供や監

査業務の実施等については、別途の

要件を満たすことが定められている

ことが多い。MRAを締結する目的

として、例えば、途上国の職業会計

専門家団体が国際的に認知された他

国の職業会計専門家を受け入れる場

合には、国際的な経験や知見を持っ

た職業会計専門家を国内に呼び込み、

国内で不足する専門家を補うことや

会計インフラの整備等といった理由

が想定されるものの、成熟した職業

会計専門家制度がすでに構築されて

いる先進国の職業会計専門家団体間

でMRAを締結する場合は、ただち

に相手団体（国）から多数の職業会

計専門家が流入してくるといったこ

とは考えられておらず、むしろ、新

規会員の獲得と会員数の拡大による

会費収入の増加等のための方策の１

つとして、資格の相互承認制度が位

置づけられているのではないかとも

考えられる。

興味深い点としては、特定の団体

での資格の取得後に他方の国へ相互

承認申請を行う方法とは別に、イン

グランド・ウェールズ勅許会計士協

会（ICAEW）と中国注冊会計士協

会（CICPA）、あるいは旧オースト

ラリア勅許会計士協会（ICAA、現

在のオーストラリア・ニュージーラ

ンド勅許会計士協会（CAANZ））と

マレーシア公認会計士協会（MICPA）

の間でみられるような、「ジョイン

ト・プログラム」として同時に２つ

の団体の資格が取得できる制度を設

けている団体があることで、現地の

資格と、国際的に認知された団体の

資格の両方を同時に取得できること

は、特に、発展途上にある国で職業

会計専門家を目指す個人にとって魅

力的な制度であることが推察される。

② 政府間で締結される自由貿易協

定等に基づく資格の相互承認

資格の相互承認には、職業会計専

門家団体が主導して締結される

MRAのほか、数は少ないものの、

政府間で締結される自由貿易協定等

に基づいて資格の相互承認が推進さ

れる場合もあり、この場合は、まず、

自由貿易協定等に資格の相互承認を

推進するための枠組みの設置が規定

され4、さらに、当該規定に基づい

て設置される小委員会又はワーキン

グ・グループにおける協議等を通じ

て、最終的に職業会計専門家団体間

でMRAが締結されることが多い。

政府主導による自由貿易協定等を通

じて資格の相互承認が実現した例と

しては、1994年に米国、カナダ、及

びメキシコの間で発効したNAFTA

があるため、以下ではNAFTAの例

を説明する。

NAFTAの第12章「越境サービス

貿易章」付録5においては、「各締約

国はそれぞれの域内の適切な職業団

体に対して、専門サービス提供者に

対する免許及び資格証明について相

互に受入れが可能な基準等を開発し、

委員会に対して相互承認に関する勧

告を提供することとする」と規定さ

れており、これを根拠に会計分野に
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２

資格の相互承認による外

国の職業会計専門家の受

入れについて
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【図表１ 主要な職業会計専門家団体における資格の相互承認】

米 国 英 国 カナダ オーストラリア／

ニュージーランド

団体名 AICPA／NASBA ICAEW 旧CICA CAANZ

相互承認協定

のある外国の

団体又は資格

１．旧CICA（カナダ）

２．旧ICAA（オーストラ

リア）

３．旧NZICA（NZ）

４．CAI（アイルランド）

５．IMCP（メキシコ）

６．HKICPA（香港）

A：追加的な試験を受け

ることなく、資格の相

互承認が受けられるEU

域内の団体及び海外団

体

１．CNCC（フランス）

２．CNDCEC（イタリア）

３．CSOEC（フランス）

４．IDW（ドイツ）

５．WPK（ドイツ）

６．CAI（アイルランド）

７．ICAS（スコットラン

ド）

８．HKICPA（香港）

９．旧ICAA（オーストラ

リア）

10．旧NZICA（NZ）

11．SAICA（南アフリカ）

B：上記以外のその他の

EU域内の団体及び以下

の海外団体

１．旧CICA（カナダ）

２．ICAZ（ジンバブエ）

C：「PathwaystoMem-

bership」プログラム

によって資格が認めら

れる団体

１．ACCA（英国）

２．CIMA（英国）

３．CIPFA（英国）

４．MICPA（マレーシア）

５．CPAAustralia（オー

ストラリア）

６．米国公認会計士

D：ジョイント・プログ

ラムの受講によって資

格が認められる団体

１．CICPA（中国）

E： その他ICAEWの実施

する勅許会計士教育プ

ログラムにおいて実施

される試験の全科目に

合格することによって

資格の相互承認が認め

※CPACanadaとしては、

どの団体とも締結してい

ないが、旧CICAは以下の

団体とMRAを締結してお

り、旧CICA資格取得者に

対しては、引き続き有効

になっている。

A：英連邦国

１．旧ICAA（豪州）

２．CPAAustralia（豪州）

３．ICAEW（英国）

４．HKICPA（香港）

５．ICAI（インド）

６．旧NZICA（NZ）

７．ICAP（パキスタン）

８．ICAS（スコットラン

ド）

９．SAICA（南アフリカ）

10．ICASL（スリランカ）

11．ACCA（英国）

12．ICAZ（ジンバブエ）

B：英連邦国以外

１．TIREB（ベルギー）

２．IMCP（メキシコ）

３．NIRA（オランダ）

４．米国公認会計士6

５．CSOEC（フランス）

６．CPAIreland（アイル

ランド）

７．JICPA（日本）

８．PICPA（フィリピン）

※上記の団体は、カナダ

の国際資格評価審議会

（IQAB：International

QualificationsAppraisal

Board）が各国の職業会

計専門家資格取得のため

の教育制度、試験制度及

び実務経験等に関する要

件などの独自の審査に基

づき資格の相互承認を一

方的に行っているもの

（日本の資格など）7と、各

団体との相互承認協定の

※合併後新協会の設立に

合わせて旧団体での取扱

いが再度検討される予定。

旧ICAAの場合

A：英連邦国

１．ICAEW（英国）

２．ICAS（スコットラン

ド）

３．CPAIreland（アイル

ランド）

４．旧CICA（カナダ）

５．SAICA（南アフリカ）

６．NZICA（NZ）

７．HKICPA（香港）

B：英連邦国以外

米国公認会計士

※MICPAとは両方の資格

を取得できるMICPA／

ICAA共通のプログラム

提供を行っている。

旧NZICAの場合

A：英連邦国

１．ICAEW（英国）

２．ICAS（スコットラン

ド）

３．旧ICAA（オーストラ

リア）

４．CPAAustralia（オー

ストラリア）

５．CAI（アイルランド）

６．旧CICA（カナダ）

７．SAICA（南アフリカ）

８．CIPFA（英国）

９．ICAI（インド）

10．ACCA（英国）

11．AAT（英国）

12．HKICPA（香港）

B：英連邦国以外

米国公認会計士
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られる団体

１．ICAB（バングラデシュ）

２．ICAI（インド）

３．ICAP（パキスタン）

４．ICASL（スリランカ）

締結によってMRAが行わ

れるもの（インド・米国

など）がある。

資格を取得す

るための要件

・所属する団体において

良好な会員資格を保持

していること

・上記の各団体において、

最終試験に合格し、必

要な教育課程を修了し

ていること

・InternationalQualifica-

tionExamination（IQEX

：コンピューター試験

（倫理、専門家及び法

的責務 （Professional

andLegalResponsibili-

ties）、会社法、商法、

連邦税法及び会計問題、

ビジネス構造、政府及

び非政府機関の会計・

報告基準及びその他最

近の規制関係事項に関

するマルティプル・チョ

イス形式試験）に合格

すること

※その他、教育要件や実

務経験要件については各

州の会計審議会が定める

ため、登録を希望する各

州に詳細の確認が必要。

ただし、AICPA／NASBA

の相互承認に関する決定

を受け入れるかどうかは

各州の判断に委ねられて

いるため、必ずしもすべ

ての州で相互承認が実現

しているわけではない

（『会計・監査ジャーナル』

2014年７月号123～129頁

参照）。

上記A：

原資格団体での良好な会

員資格の保持が条件とな

るが、監査業務等を英国

内で行う場合には、原則

として通常の手続で資格

を取得したICAEW会員と

同様に追加的な要件が課

される。

上記B：

適性試験（AptitudeTest）

の受験が条件。適性試験

は、承認申請者の履歴や

原資格国での試験科目等

をもとに、ICAEWの勅許

会計士教育プログラムの

中の試験を基礎としたも

のが実施される。ただし、

監査業務等を英国内で行

う場合には、原則として

通常の手続で資格を取得

したICAEW会員と同様に

追加的な要件が課される。

上記C：

５年以上、原資格団体で

良好な会員資格を保持し

５年以上の実務経験を有

していること、及びICAEW

の実施するケーススタディ

試験に合格すること。た

だし、監査業務等を英国

内で行う場合には、原則

として通常の手続で資格

を取得したICAEW会員と

同様に追加的な要件が課

される。

※英国内に居住する各団

体の会員に対しては、

2012年以降、本認定制度

は廃止された。

上記D：

追加的な研修及びICAEW

が実施する勅許会計士教

・上記A及びBいずれの各

団体においても、それ

ぞれの最終試験に合格

していること

・登録を希望している地

域団体（支部）で必須

とされる会計実務レベ

ルの経験があること

・所属する団体（上記の

団体）において、良好

な会員であること

・CAReciprocityExami-

nation（CARE：カナダ

税法、企業法、及び行

動規範の分野で構成さ

れる計100問からなる

多肢選択式試験）に合

格すること

旧ICAAの場合

Aの団体の会員は、オー

ストラリア会社法及び税

法の授業を受講すれば、

会員になることができる。

ただし、会計監査サービ

スを提供する場合には、

原則として通常の手続で

資格を取得したICAA会

員と同様に公共実務認定

証（CPP：Certificateof

publicpractice）を取得す

るための別途の要件を満

たす必要がある。

Bの場合は、オーストラ

リア会社法、及び税法に

関する知識があることを

示す科目の受講証明書を

提出するか、又は関連す

るオーストラリアでの経

験の詳細を提供しなけれ

ばならない。会計監査サー

ビス業務の提供には、上

述のとおりCPPの取得が

必要となる。

旧NZICAの場合

Aの団体の会員は、基本

的には、原資格団体の会

員資格を維持し、必要な

継続的専門能 力 開 発

（CPD）要件及び倫理規

則に従うことを宣誓すれ

ば、会員となれる。ただ

し、会計監査サービスを

提供する場合には、原則

として通常の手続で資格

を取得したNZICA会員と

同様に公共実務認定証

（CPP：Certificateofpub-

licpractice）を取得しな

ければならず、一定の実

務経験と会社法等のコー

スの履修が求められる。
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ついて米国（米国公認会計士協会

（AICPA）及び全米州政府会計委員

会（NASBA）が共同で設立した国

際資格評価審議会（U.S.IQAB））、

カナダ（旧CICA（現在のCPACan-

ada）の国際資格評価審議会（Can-

adaIQAB））、及びメキシコ（メキ

シコ公認会計士協会（IMCP）及び

メキシコ政府会計職業の国際的業務

に関する委員会（COMPIC））の代

表者が参加して相互承認に向けて協

議をするワーキング・グループが組

織され、1994年から協議が開始され

た8。

特にワーキング・グループでは、

「相互に受入れが可能な基準等」に

関して教育、試験、実務経験、継続

的専門能力開発、業務の範囲及び各

国の法律、規制、言語、地理等に関

する知識の保持について、各国の資

格の比較衡量を行うとともに、相互

承認の要件に関する議論が進められ、

これらの議論の過程では、メキシコ

で外国の職業会計専門家向けの特別

試験が新しく創設されたほか、職業

会計専門家制度を米国及びカナダの

水準に合わせるための制度改革等が

実施されたとされている9。そして、

議論開始から８年後の2002年に「資

格の相互承認に関する協定（Pro-

fessionalMutualRecognitionAgree-

ment）」10が３者間で締結された（同

協定については、2008年に更新され

ている。）。

資格の相互承認に関する協定の概

要は、次頁の図表２のとおりである。

当該協定では、相互承認の基礎とし

て各国（団体）の公認（勅許）会計

士制度が同等であることをお互いに

確認した上で、教育要件及び実務経

験要件については、資格の相互承認

を求める者がいずれかの原資格国

（団体）で定められている要件を満

たしていればこれをもって相互承認

を希望する国（団体）が定める教育

要件及び実務経験を満たしたものと

すること、また現地の法律、基準、

実務等の知識を確認するため、別途

の特別試験を実施することなどが定

められている。

NAFTAで採用された職業団体の

関係者等から構成される小委員会又

はワーキング・グループの設置に基

づく資格の相互承認推進方式は、米

国が他国と締結する自由貿易協定等

において広く用いられるモデルとなっ

ており、米国が締結する自由貿易協

定のほとんどにこれと同様の枠組み

規定が盛り込まれている11。最近で

は、2012年に発効した韓米FTAにも
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（各団体のウェブサイトより筆者作成）

育プログラムにおいて複

数の科目の試験に合格す

る必要がある（中国国内

で受験可能）。

資格取得後、業務を英国

内あるいはEC内で行う予

定がある場合には、追加

的な要件が課される。た

だし、監査業務を行うこ

とはできない（規制当局

への監査人としての登録

も受け付けられていない）。

上記E：

ICAEWが実施する勅許会

計士教育プログラムの上

級レベルの３つの試験及

び倫理試験に合格するこ

と。ただし、監査業務等

を英国内で行う場合には、

原則として通常の手続で

資格を取得したICAEW会

員と同様に追加的な要件

が課される。

Bの場合は、ライセンス

を取得し必要な会計実務

経験のある者に限り、ニュー

ジーランドの税務、会社

法等のコースを受講する

ことで会員になれる。会

計監査サービス業務の提

供には、上述のとおり

CPPの取得が必要となる。
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同様の規定がある。また、この小委

員会等設置に基づく資格の相互承認

推進方式は、米国のみならず各国が

締結する自由貿易協定等でも広く用

いられている方式で、オーストラリ

アやインドのほか、多国間自由貿易

協定としては、現在、議論が進めら

れている環太平洋パートナーシップ

（TPP）協定の前身となったとされ

る環太平洋戦略経済パートナーシッ

プ（P4）協定15においても用いられ

ており、政府間で締結される自由貿

易協定等に基づいて推進が奨励され

る資格の相互承認のモデルの１つと

なっている。

③ その他の枠組みによる資格の相

互承認の促進

職業会計専門家団体以外が主導す

る資格の相互承認に関しては、国境

を跨ぐ地域統合体によって推進され

るものもあり、この例としては、以

前、本連載にて紹介した東南アジア

諸国連合（ASEAN）における「ASEAN

会計サービスの相互承認に関する取

決め」16のほか、EUにも職業専門家

の自由な移動を促進するための職業

資格の承認に関する指令17があり、

EU加盟国の専門資格保持者が他の

加盟国に移動して拠点を設置した上

でサービスを提供しようとする場合

及び拠点を設置することなく一時的

にサービスを提供しようとする場合

について、例えば、医療従事者及び

建築士等で教育要件の統一化が実現

した資格については自動承認の実施、

その他、会計など資格保持が要件と

されるなど自由な参入が規制されて

いる職業については、移動先の国の

規制当局又は権能を与えられた職業

専門家団体が指定する適性試験等の

要件を満たせば、より簡便な手続で

現地の資格が付与されるなどといっ

たことが規定されている18。

また、自由な参入が規制されてい

る職業について、これまで各国が自

由裁量で実施してきた適性試験等を

共通化し、専門家の自由な移動をよ

り促進するための措置として、EU

加盟国にある職業専門家団体のうち

３分の１の国の団体が共同して欧州

委員会（EC）に提案すれば、特定

の分野についてEU域内で共通の教

育枠組みや試験を導入できる規定も

あり、例えば、共通の教育枠組みや

試験が導入された分野については、

資格の自動承認も可能になってい

る19。ただし、公認（勅許）会計士に

ついては、欧州会計士連盟（FEE：

FederationofEuropeanAccountants）

が、EUの各加盟国の税法や会社法

が様々に異なるため、自動承認を可

能にするための共通枠組みの導入は

難しいのではないかと指摘してい

る20。なお、公認（勅許）会計士に関

する共通教育枠組みの創設について

は、個別の取組みとしてEU域内の
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【図表２ 「資格の相互承認に関する協定」概要】

NASBA、CICA、IMCP（InstitutoMexicanodeContadoresPublicos）、COMPIC（ComiteMexicanoparalaPracticaInternacional

delaContaduria）及びAICPAは、勅許会計士（CA）資格、CPA資格、及びCPC資格の相互承認に係り、以下を推奨する。

� 相互承認の基礎

関係者（NASBA、CICA、IMCP、COMPIC及びAICPA）は、カナダの統一試験（CanadianUniformExamination）への合格

及び地域支部への加入、米国の統一試験（UniformCPAExamination）への合格及び各州の会計委員会によるライセンスの付

与及び資格の付与、及びメキシコの統一試験（ExamenUniformedeCertificaciondelaContaduriaPublica）及びメキシコの監

督当局による資格の付与を、CA資格（カナダ）、CPA資格（米国）及びCPC資格（メキシコ）の相互承認の基礎とすること

とする。

� 教 育

CA資格、CPA資格及びCPC資格保持者で、相互承認を希望する者は、原資格国における資格付与の際に要求される教育要

件を満たしておかなければならない。この教育証明をもって、その他の国の資格の付与に必要な教育要件を満たしたものと

することとする。

� 試 験

カナダ、米国、及びメキシコの統一試験に合格した者は、その他の国における資格を取得する際に、それぞれの国の既存

の資格取得試験を受験する必要はない。相互承認を申請する者は、現地の法律、基準及び実務に関する十分な知識を持って

いることを確かめるための、（別途の）試験に合格する必要がある。カナダでは、他の国の団体の資格の承認に関しては、勅

許会計士相互承認試験（CARE12）がすでに採用されており、米国及びメキシコでもそれぞれ国際資格試験（IQEX13及び

MEXQEX14）が課されることとなる。

� 実務経験

原資格国で要求される実務経験の要件を満たしていることを、その他の国における資格の取得の条件とすることとし、資

格の相互承認申請の際に原資格国での実務経験の要件を満たしていない場合には、その他相互承認申請を行っている国にお

ける実務経験も認め得ることとする。

（ProfessionalMutualRecognitionAgreement2002より筆者作成）
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６か国９団体21が参加する「コモン・

コンテント（CommonContent）・

プロジェクト」と呼ばれるプロジェ

クトが2002年から開始されている。

このプロジェクトは、各国（団体）

の教育構造や資格の独自性を維持し

つつ、国際的な基準に沿った高品質

な教育基準の形成及び維持に取り組

むことで、欧州域内の参加各国（団

体）の提供する資格の調和を図り、

より喫緊の課題や様々な利害関係者

のニーズに則したサービスを提供で

きる職業会計専門家を育てていこう

とするもので、このような動きにも

留意が必要となっている22。

さらに、2013年11月には上述の職

業資格の承認に関する修正指令が承

認されており、資格の相互承認をよ

り迅速化・簡便化し、EU域内での

職業専門家の移動を促進するための

欧州専門家カード（EuropeanPro-

fessionalCard）23の導入が新しく盛

り込まれるなど専門家の自由な移動

に向けた措置が引き続き促進されて

いる。

先に述べた資格の相互承認による

外国の職業会計専門家の受入れは、

一定の要件を満たした外国の職業会

計専門家に、各職業会計専門家団体

が実施する通常の資格取得手続を経

て資格を取得した者と同様の資格を

与え、資格名称の使用、会員として

の義務や権利、また業務範囲等にお

いて原則として内外の区別をしない

点が１つの特徴である。一方で、

「外国公認会計士制度」の設立によ

る外国の職業会計専門家の受入れは、

国内の通常の資格取得手続を経て資

格を取得した者と、外国の職業会計

専門家を名称使用や業務範囲等の点

で区別する。この例としては、会計

サービスの段階的開放約束を受けて

外国の職業会計専門家の受入れ体制

を整備するために2011年に公認会計

士法の改正を行い、新しく「外国公

認会計士制度」を創設した韓国があ

る。

韓国において「外国公認会計士制

度」創設の契機となった韓米FTAは、

2006年に交渉が開始され、2012年３

月に発効した24。韓米FTAでは、会

計サービスの段階的開放が約束され

たことから、これにより韓国への流

入が予想される米国公認会計士の監

督等を目的とする「外国公認会計士

制度25」が創設された。会計サービ

スの段階的開放の内容については図

表３のとおりである。

韓米FTAで合意された会計サービ

スの段階的開放は、公認会計士法上

の定め及び最恵国待遇の原則26によ

り、2011年の公認会計士法改正以後

に韓国が締結するすべての自由貿易

協定等の相手国に適用されるため、

基本的に米国以外の国の職業会計専

門家の受入れも想定されている。し

たがって、すべての外国の職業会計

専門家及び会計事務所27には、原則

として開放される会計サービス分野

について韓国内で業務を行おうとす

る場合、韓国当局が所管する外国公

認会計士名簿に登録し、その監督を

受けることが要求されている。外国

公認会計士に対しては、韓国公認会

計士と同様に５年ごとの登録更新が

要請され、年間180日間韓国に滞在

しなければならないという居住要件

があるほか、業務提供形態の制限、

韓国公認会計士の雇用又はパートナー

シップ等の制限なども課されてい

る28。

なお、韓米FTAにおける資格の相

互承認に関する規定は、先に述べた

NAFTAと同様に、関連団体間によ

る相互に受入れ可能な基準の策定を

奨励することが規定されており、議

論の促進のために「専門家作業グルー

プ」を設置すること（韓米FTA第12

条９及び附属書12-A）、当該グルー

プによる合意された協議分野（①エ

ンジニアリング、②建設設計、及び

③獣医の３分野）における議論を推

奨することが規定されている。当該

グループにおける協議の対象分野に

ついては、両国の合意により今後追

加できることとなっている29。会計

サービスについては、2013年に米国

より韓米FTAに基づく措置として、

MRA締結についての交渉が提起さ
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３

「外国公認会計士制度」

の設立による外国の職業

会計専門家の受入れにつ

いて

【図表３ 韓米FTAにおける会計サービスの段階的開放】

規 定

第１段階

（協定発効時）

米国で登録されている公認会計士及び米国法で組成

されている会計事務所が韓国内に事務所を開設し、米

国又は国際会計法・基準に関して会計コンサルティン

グ・サービスを提供できる。

また、米国で登録している米国の公認会計士は、韓

国の会計法人で働くことができる。

第２段階

（協定発効後５年以内）

米国の公認会計士及び同事務所は、韓国の会計法人

に出資できる。ただし、①韓国の公認会計士が50％超

の出資比率を保持し、②単一の米国公認会計士の比率

は10％未満でなければならない。

（出所：日本貿易振興機構［2008］）
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れたとされている30。

新しい制度導入後の韓国への外国

の職業会計専門家の参入状況につい

ては、極めて限定的であるとされて

いる31。特に、外国の会計事務所に

ついては、すでにBig４をはじめと

するグローバルな会計事務所の多く

が国内の事務所との提携等により韓

国に参入していたことから、大きな

影響を及ぼすことはなかったとされ

ている。また、外国公認会計士にとっ

て、そのサービス提供可能範囲が原

資格国の会計法・基準又は国際会計

法・基準に関する会計コンサルティ

ング・サービスに限定されているこ

と、加えて韓国語でのサービス提供

という大きな障壁がある中で、これ

らを相殺して足りるほどの魅力を韓

国への参入に見いだせないことも、

外国公認会計士制度が実質的には限

定的な運用になっている理由である

と推測される。

なお、韓国公認会計士の米国への

進出については、韓米FTA上は、

「会計・監査・簿記サービス」につ

いて、会計士としての資格を有する

ものによる拠点を設置してのサービ

ス提供の許容や、監査業務を実施す

るためのライセンス取得には州内で

の事務所の設置が必要とされる州が

ある旨の措置が規定されているが、

実際に韓国公認会計士が米国に進出

するには、各州の会計審議会（Board

ofAccountancy）が定める要件や各

州の公認会計士法に従う必要があり、

必ずしも連邦政府による決定が州政

府にそのまま取り入れられるわけで

はないことに留意が必要である。

資格の相互承認に係るMRAの締

結を通じて相互連携を深めると同時

に、さらに多団体間での協力を進め

るために職業会計専門家団体がアラ

イアンスを形成する例は、2000年に

創設されたエディンバラ・グループ

（EG）、2005年に創設されたグロー

バル・アカウンティング・アライア

ンス（GAA）及び2013年に開始し

たチャータード・アカウンタンツ・

ワールドワイド（CAWorldwide）

などがある。例えば、EGは、16の

職業会計専門家団体32から形成され、

アフリカ、北米、アジア、オースト

ラリア、欧州及び南米各国団体の約

900,000人の職業会計専門家を代表

する組織で、国際的な職業会計専門

家の発展における加盟団体間の相互

協力、世界会計士連盟（IFAC）な

ど国際的な組織において、特に、中

小事務所・中小企業（SME／SMP）、

企業内会計士、及び発展途上にある

職業会計専門家団体など、加盟団体

の利益や優先事項に則した政策が実

施されるよう共同して働きかけを進

めること等をその活動趣旨としてい

る33。

また、日本公認会計士協会も加盟

するGAAは、主要な資本市場を有

する国の10の職業会計専門家団体34

から形成され、職業会計専門家によ

るサービスの品質向上、情報共有の

ほか、EGと同じく、職業会計専門

家に係る主要な事項について協力し

て取り組むことで、GAA参加団体

の利益や優先事項を国際的な場で推

進させること等をその活動の柱とし

ている35。参加団体間での協力に関

しては、特にGAAでは、加盟団体

の会員に対する相互的なサポート制

度として「GAAパスポート」制度

を設け、GAAに加盟するいずれか

の団体の会員であれば、例えば、転

勤や商用等でGAA加盟団体のある

国を訪問した際などに、原則として

追加的な費用はなく、必要に応じて

当該国のGAA加盟団体が提供する

会員サポートを受けられることとす

る制度を導入して、相互での会員サ

ポートを進めている。どのような会

員サポートを他のGAA加盟団体の

会員に提供するかは、それぞれの団

体が決定することができる制度になっ

ており、各団体はそれぞれの事情に

則して制度の運用を行っている。会

員サポートの種類については、図表

４のとおりである。

GAAではまた、その前身となっ

た勅許会計士グループ（CAGE：

CharteredAccountantsGroupofEx-

ecutives）36と呼ばれる勅許会計士団

体のグループを中心に、相互メンバー

シップ協定（RMA：ReciprocalMem-

bershipAgreement）が締結されてお

り、2012年にはこれが更新されてい
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４
職業会計専門家団体間の

アライアンスの形成

� 会報購読サービス（無料提供（電磁媒体）、有料提供（冊子。購読料は会員

価格）

� ニュースレター購読（イベント、専門情報等を含む）

� 研修等への参加（会員価格適用）

� ネットワーキング・イベント（会員価格適用）

� 会議室等の利用（会員価格適用）

� 会員専用サイトへのアクセス

� 相談窓口の利用

� 図書館及び情報サービスの利用

� 地域グループ会議への参加、等

【図表４：GAAパスポートによる会員サポート】
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る。これは、合意したGAA加盟団

体間で相互にメンバーシップや継続

的専門能力開発（CPD）を承認し合

おうというもので、相互承認のため

に、さらに教育や実務経験の要件を

調和させ、追加的な試験等の要件な

しで受入れがより可能になるような

検討が進められているものである。

現在も引き続いてCAGEグループ以

外の団体との相互承認も目指すよう

な「CAGE＋１の枠組み」が検討さ

れているとされ、IFACの新しい国

際教育基準（IES）を相互承認のフ

レームワークに反映させるなどの作

業が行われているとのことである。

RMAが締結されることで、GAA加

盟団体で特に国内に２つ以上の会計

専門家団体のある国については、

GAAに加盟している団体の方がよ

りメリットが大きく、魅力的な資格

であると広報するようなことが可能

ではないかとの目論見もあるようで

ある。資格の相互承認や、新しい会

計資格の創設など、会計プロフェッ

ションの教育に関する世界的な潮流

についての調査研究は、GAA各加

盟団体の教育担当ディレクターから

構成される、GAA教育ディレクター

ズ・グループにより継続的に行われ

ている37。

また、最近のアライアンスの形成

の例としては、2013年に開始した

CAWorldwideがある。CAWorldwide

は、2013年に英連邦系の職業会計

専門家団体38によって立ち上げられ

た組織で、EGやGAAが、興味や利

益を共有する職業専門家団体が結束

することで政治的な発言力や影響力

を増すことをその創設の目的の１つ

とするのに対して、主に各参加団体

の勅許会計士資格保持者の支援に協

力して取り組むとともに、勅許会計

士の魅力と将来の可能性並びにその

質の高さについて、学生やビジネス

界に積極的にアピールし、勅許会計

士の数及び活躍の場を拡大していこ

うとする国際的なプロモーション活

動を主たる目的とするものである。

例えば、勅許会計士資格保持者に対

しては、専門的知識（技術）修得等

の促進のための情報共有、各国の勅

許会計士間のネットワークの構築及

び参加団体の提供する会員サービス

（講演会などのイベント、専門情報

の提供、ビジネスセンターや図書館

の利用、情報サービス及びニュース

レター等）についての情報提供等を

行うとともに、学生に対しては、ウェ

ブサイトを通じて各参加国の勅許会

計士資格取得に必要な情報の提供の

ほか、プロモーション用のパンフレッ

トも掲載されており、各国で活躍す

る勅許会計士が紹介されている39。

また、ビジネス界に対しては、勅許

会計士の優れた能力やそのサービス

の品質についてのプロモーションを

行うとともに、勅許公認会計士資格

取得に必要な実務経験について、興

味のある企業が各参加団体の認定実

務経験機関となるためにはどのよう

な手続が必要になるのか等について

情報を入手できるようになっている。

資格の相互承認は、自由なサービ

ス貿易の促進のための１つの方策で

あると同時に、共通の基準の制定や

企業の海外進出等による職業会計専

門家業務のさらなるグローバル化な

どにより、一貫したサービス提供に

対する要請が高まっていることに応

えるための手段として位置づけられ

る一方、職業会計専門家団体間での

会員獲得競争が顕著になる中で、資

格を相互に承認することによるさら

なる会員の獲得、それによる影響力

の強化、会費収入の増加など職業会

計専門家団体の戦略によるものも大

きく、複合的な要因によって推進さ

れているといえる。また、EUや

ASEANなど国境を跨ぐ地域統合体

によって推進される資格の相互承認

の動きは、専門家の自由な移動によ

るサービス貿易の促進とともに、特

に、ASEANの場合は、先進国の専門

家から発展途上国の専門家への知識

や経験の移転（ナレッジ・トランス

ファー）をもその視野に入れるなど、

様々な目的のもと推進されている。

他方、例えば、日本や韓国など、

職業会計専門家資格の付与権限が国

家にある場合には、職業会計専門家

団体間で資格の相互承認を実現する

ことはできず、仮に推進される場合

には、貿易協定等に基づく枠組みで

の交渉が１つの方法であり、先に述

べた会員の獲得等といった理由では

なく、相手国の市場へのアクセスと

いうことがその大きな目的として位

置づけられるものと考えられる。こ

の意味で、韓米FTAによる会計サー

ビスの段階的開放や外国公認会計士

制度については日本にとって非常に

参考となる事例であり、JICPAはそ

の影響や運用状況等について、引き

続き情報収集に努めているところで

ある。

また、職業会計専門家団体間のア

ライアンスの動きも、一国に複数の

職業会計専門家団体のある国での国

内での団体間の競争、IFACなど国

際的な舞台での発言力や影響力の強

化、共有する共通の利益の追求のた

めの協調、資格の優位性の獲得といっ

た様々な要因によるもので、今後、
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横のつながりを強化した職業会計専

門家団体がどのような動きをみせて

いくのかについて、継続的な情報収

集が必要であると考える。

資格の相互承認の締結状況や、職

業会計専門家団体間のアライアンス

の動きは、JICPAが世界でどのよう

な立ち位置を取り、どのような視点

を持ち、どのような活動を行ってい

くべきかについて検討していく必要

性を提示している。

（日本公認会計士協会事務局

渡場友絵）

〈注〉

１ 2005年に公表された職業資格の

承認に関する指令 （Directive

2005/36/EC）は、その後、現代

化作業が行われ、職業資格の承認

に関する指令及び域内市場情報シ

ステムを通じた行政機関協力に関

する指令（Directive2013/55/EU）

として2013年11月に承認、公表さ

れている。各加盟国は、2016年１

月までに本指令に係る国内法を整

備する必要がある。（http://eur-l

ex.europa.eu/legal-content/EN/TX

T/HTML/?uri=CELEX:32013L005

5&from=EN）

２ マレーシアでは、マレーシア会

計士協会（MIA）への加入及び勅

許会計士の資格の取得にあたって、

承認団体（recognizedbody）の会

員であれば追加的な要件等なく加

入又は資格取得申請ができる規定

がある （マレーシア会計士法

［1967］第14条��及び第15条�）。

承認団体は、マレーシア公認会計

士協会（MICPA）、スコットラン

ド勅許会計士協会（ICAS）、イン

グランド・ウェールズ会計士協会

（ICAEW）など合計で10団体ある。

３ 特別試験や実務経験等の追加的

な要件がない場合でも、原資格国

において懲戒処分履歴等がないこ

とや、継続的専門能力開発（CPD）

等のその他の義務違反がないこと

などが求められる場合が多いため、

厳密には自動承認のケースはない

ともいえる。

４ 世界貿易機関（WTO）の「サー

ビスの貿易に関する一般協定

（GATS）」等に沿って、相互国間

での自由なサービス貿易の実現の

ための方策の１つとして、資格の

相互承認が促進される場合が多い。

５ NAFTAAnnex1210.5参照（http

s://www.nafta-sec-alena.org/Defa

ult.aspx?tabid=97&ctl=SectionVie

w&mid=1588&sid=7684fdb8-1784-

4b39-b068-1b9a13952814&languag

e=en-US）

６ AICPAへの加入は任意であるた

め、相互承認の対象はAICPAの会

員には限定されておらず、米国公

認会計士資格を保持している者全

員が対象となっている。

７ ここではMRAの締結による相

互承認のほか、MRAの締結はな

いものの一方的に受入れを許容し

ていると考えられる場合について

も、各団体の記載に従い「相互承

認」として記載している。特に米

国については、各州の会計委員会

が外国の資格保持者の相互承認を

実施するかどうかの決定を行うた

め、AICPA／NASBAが他団体と

同意したMRAが各州の会計委員

会において実施されているかどう

かは、各州の会計委員会に確認す

る必要があり、必ずしも相互承認

が実現していない場合もある。

８ U.S.IQABとCanadaIQABにつ

いては、すでに1991年に２国間の

相互承認協定（reciprocityagree-

ment）が締結されており、同協

定のもと資格の相互承認が行われ

ていたため、NAFTAに基づく資

格の相互承認は、いかに米国及び

カナダがメキシコとの間で資格の

相互承認を実現することができる

かに議論の焦点があったと考えら

れる。

９ Peek,Roxas,Peek,McGraw,

Robichaud,andVillarreal［2007］

・NAFTAProfessionalMutualRec-

ognitionAgreements:Comparative

AnalysisofAccountancyCertifica-

tionandLicensure,・GlobalPer-

spectives on Accounting

EducationVolume4,2007,1-24

10 協定内容については、NASBA

のウェブサイトに掲載された協定

文書参照（http://www.nasba.org/

files/2011/04/PMRA_Principles-A

pr08.pdf）

11 米国がこれまで締結した自由貿

易協定については、米国通商代表

部（USTR）のウェブサイト参照

（http://www.ustr.gov/trade-agree

ments/free-trade-agreements）。

12 CARE：カナダの複数の試験セ

ンターで年１回（毎年10月～11月）

実施されるコンピューター試験

（マルティプル・チョイス形式）

で、分野は、パート１はカナダ税

務、ビジネス法及び職業倫理から

構成され、パート２は会計・監査

で、試験時間はパート１が３時間、

パート２が２時間となっている。

13 IQEX：米国・カナダの試験セ

ンターで年１回（毎年９月）実施

されるコンピューター試験（マル

ティプル・チョイス形式）で、分

野は、倫理、専門家及び法的責務
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（ProfessionalandLegalResponsi-

bilities）、会社法、商法、連邦税

法及び会計問題、ビジネス構造、

政府及び非政府機関の会計・報告

基準及びその他最近の規制関係事

項となっている。受験料は、795

USドルで、試験時間は4.5時間。

合格基準は、75％以上で、科目合

格等はなし。

14 MEXQEX：IMCPによって年１

回（毎年10月）実施されるコンピュー

ター試験（マルティプル・チョイ

ス形式）で、分野は、倫理、会計、

税務、法律及び監査となっている。

受験料は、750USドルで、試験時

間は５時間。言語はスペイン語で、

合格基準は70％以上。

15 P4協定の概要については、ニュー

ジーランド外務貿易省のウェブサ

イト参照（http://www.mfat.govt.

nz/Trade-and-Economic-Relations/

2-Trade-Relationships-and-Agreem

ents/Trans-Pacific/2-P4.php）。

16『会計・監査ジャーナル』2014

年９月号117～124頁参照

17 脚注１参照

18 監査人に対する要求事項や教育

要件については、別途、法定監査

指令（Directive2014/56/EU）に

よって規制されているため、職業

資格の承認に関する指令で網羅さ

れる分野は会計のみとなっている。

会計サービスの提供について、資

格等の要件を課して規制をするか

どうかは、各国の裁量に委ねられ

ている。

19 FEE［2014］・RecognitionofPro-

fessionalQualificationsinanother

EUMemberState・（http://www.fe

e.be/images/Factsheet_Recognition

_of_Professional_Qualifications_1

403.pdf）

20 FEE［2012］・FEEcommentletter

totheEuropeanParliament・（http:

//www.fee.be/images/publications

/qualification/Vergnaud_PQD_120

620216201214958.pdf）

21 ICAEW、スコットランド勅許

会計士協会（ICAS）、アイルラン

ド勅許会計士協会（ICAI）、ドイ

ツ経済監査士会議所（WPK）、ド

イツ経済監査士協会（IDW）、フ

ランス全国会計監査役協会

（CNCC）、フランス公認会計士協

会（OEC）、イタリア公認会計士

会計専門家評議会（CNDCEC）、

オランダ勅許会計士協会（NBA）

22 詳細については、コモン・コン

テント・プロジェクトのウェブサ

イト参照（http://www.commonco

ntent.com/）

23 欧州専門家カードとは、運転免

許証のような形態で実際に発行さ

れるものではなく、電子カルテの

ような形態により、電磁上で保持

者の職業資格や就業許可内容等を

管理するデータベースのようなも

ので、各加盟国の規制当局等が

IMIと呼ばれる域内市場情報シス

テム上で、保持者の教育、実務経

験、職務経歴等情報を相互に閲覧・

交換等することを可能にするもの

である。統一された情報システム

があることで、データの共有及び

一括管理が可能になり、各国にお

いて迅速に保持者の就労を認める

かどうかを判断できるようになる

というものである。本カードの導

入について興味のあるプロフェッ

ションは、EU域内の各プロフェッ

ションレベルで意見を取りまとめ

た上でECに申請し、専門家カー

ド発行運営委員会等での必要な検

討及び手続を経た上で導入される

こととなっている。職業会計専門

家に関しては、現在のところ興味

は示されていない。

24 韓米FTAの内容については、日

本貿易振興機構［2008］海外調査

シリーズNo.375「韓米FTAを読

む」及び高安雄一［2012］「TPP

の正しい議論にかかせない米韓

FTAの真実」等参照。韓米FTAに

ついては、TPPで取り上げられて

いる21の交渉分野のほとんどが網

羅されていること、米国が当事国

となっているFTAのうち、比較的

最近に締結されたもので経済構造

の類似している韓国がもう一方の

当事者となっていることなどから

日本でも注目され、特に、TPPに

おける米国側の要求事項を把握す

るために重要なFTAとして位置づ

けられている。

25 日本にも公認会計士法第16条の

２に基づく外国公認会計士制度が

存在するが、相互主義が担保され

ていない等の理由により、現在は

外国公認会計士制度に基づく資格

の認定は行われていない。

26 最恵国待遇については、経済産

業省公表資料参照（http://www.

meti.go.jp/committee/summary/0

004532/2011_02_01.pdf）

27 GATSにおける韓国の約束表で

は、第１モード（国境を超える取

引：いずれかの国の領域から他の

国の領域へのサービス提供）に関

して、国際的なネットワークに属

する外国の職業会計専門家が、外

国の会計基準、監査、研修、監査

技術の提供及び情報交換のために

一時的に韓国に滞在することは許

容されているため、これらに該当

する外国の職業会計専門家は除外

されるものと予想される。
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28 韓国公認会計士法（2011年７月

21日 No.10866）第５章の２

29 2014年４月に韓国がオーストラ

リアと締結した韓豪自由貿易協定

（韓豪FTA）においても、韓米

FTAと同様に会計サービスの段階

的開放が約束されており、資格の

相互承認についても専門家作業グ

ループを設置の上議論を進めてい

くことが規定されている。なお、

韓豪FTAでは当該グループでの協

議分野の１つとして会計サービス

が規定されている（附属書７－A）。

30 交渉の状況については、現在、

韓国公認会計士協会（KICPA）に

確認中である。なお、KICPAは韓

国政府に対して、米国と韓国の資

格制度が異なること、公認会計士

に係る法律や規定が異なること、

及び資格試験の実質的な要件に差

があることなどから、政府に対し

て受入れ不可の旨を伝えたとのこ

とである （2013年９月10日

KICPAとJICPAによる定期協議）。

31 2014年２月にKICPAに対する聞

取り調査を実施し、現状について

確認したところ、2013年末で外国

公認会計士として登録している者

は６名で、外国の会計事務所とし

ての登録はないということであっ

た。

32 英国勅許公認会計士協会

（ACCA）、ナイジェリア国家会計

士協会（ANAN）、ルーマニア会

計士及び専門家協会（CECCAR）、

イタリア公認会計士会計専門家評

議会（CNDCEC）、CPAオースト

ラリア、欧州中小企業会計士及び

監査人連盟（EFAA）、米州会計

協会（IAA）、インドネシア会計

士協会（IAI）、ベルギー監査役協

会（IBR-IRE）、インド勅許会計士

協会（ICAI）、アイルランド公認

会計士協会（CPA）、イスラエル

公認会計士協会（CPA）、チュニ

ジア勅許会計士協会（OECT）、

NBA、南アフリカ職業会計士協

会（SAIPA）及びトルコ公認会計

士連合（T�RMOB）

33 詳細は、EGのウェブサイト参

照（http://www.edinburgh-group.

org/）

34 米国公認会計士協会（AICPA）、

アイルランド勅許会計士協会

（ICAI）、カナダ勅許会計士協会

（CPACanada）、香港公認会計士

協会（HKICPA）、オーストラリ

ア・ニュージーランド勅許会計士

協会（CAANZ）、イングランド・

ウェールズ勅許会計士協会

（ICAEW）、スコットランド勅許

会計士協会（ICAS）、日本公認会

計士協会（JICPA）、南アフリカ

勅許会計士協会（SAICA）、ドイ

ツ経済監査士協会（IDW）

35 詳細は、GAAのウェブサイト

参照（http://www.globalaccounti

ngalliance.com/globalaccountingall

iance）

36 旧CICA（現在のCPACanada）、

旧 ICAA（ 現 在 の CAANZ）、

ICAEW、ICAS、CAI、旧NZICA

（現在のCAANZ）及びSAICA

37 現在のところJICPAは参加して

いない。

38 CAI、CAANZ、ICAEW、ICAS、

SAICA

39 詳細は、CAWorldwideのウェ

ブサイト参照（http://www.chart

eredaccountantsworldwide.com/）
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